
 

東水企第５－１９号 

令和４年５月１６日 

 

関 係 各 位 

 

東部地域広域水道企業団 

企業長  村上 信行 

（ 公 印 省 略 ） 

 

適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について 

 

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 令和５（２０２３）年１０月１日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、

適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）の導入が予定されております。この制度では、税

務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付できる「適格請求

書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。 

 つきましては、当企業団の適格請求書発行事業者登録番号（以下、「登録番号」という）をご通知

するとともに、貴殿の登録番号等について、当方までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１ 当企業団の登録番号 

T2000020199389 

 

２ 課税事業者のご確認および登録番号等の通知に関するご依頼 

 

課税事業者の場合、貴殿の登録番号を以下の問い合わせ先に 郵送または電子メール にて 

ご連絡ください。課税事業者以外(免税事業者等)となる場合は、その旨をご連絡ください。 

ご連絡の方法は、誠に恐れ入りますが郵送または電子メールに限らせていただきます。 

   なお登録番号の取得がお済みでない場合は、令和５（２０２３）年３月３１日までに申請願い、 

令和５（２０２３）年５月３１日までにご連絡をお願い申し上げます。 

 

 

３ 問い合わせ・連絡先 

   東部地域広域水道企業団  総務担当 

   〒409-0622  山梨県大月市七保町下和田415 

   TEL 0554-22-0099   FAX 0554-22-5472 

   E-mail kigyoudan-19206@city.otsuki.lg.jp 

 

以上 

mailto:kigyoudan-19206@city.otsuki.lg.jp

